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３ 大規模小売店舗の新設等 令和5年4月1日現在

根 拠 法 令 大規模小売店舗立地法 担当課 産業振興総合ｾﾝﾀｰ

奈良県大規模小売店舗立地法運用手続要綱 担当係 商業・ｻｰﾋﾞｽ産業課

0742-31-9084

制度の概要 一定規模を超える小売店舗（大規模小売店舗）の新設を行ったり、既

存の小売店舗の床面積を変更すること等により大規模小売店舗とする場

合等には、知事に届け出なければならない。

目 的 大規模小売店舗の立地に関し周辺地域の生活環境保持のため施設の配

置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保することによ

り、小売業の健全な発達を図り、もって国民経済及び地域社会の健全な

発展並びに国民生活の向上に寄与することを目的とする。

対 象 区 域 県内全域

規 制 内 容 １ 大規模小売店舗とは

一の建物（一の建物として政令で定めるものを含む。）であって、

その建物内の小売店舗面積の合計が１，０００㎡を超えるもの。（建

物の床面積の変更、又は既存建物の全部若しくは一部の用途を変更す

ることにより１，０００㎡を超える場合も含む。）

２ 届出をしようとする場合には、関連する他法令の許認可等も含めた

手続きがスムーズに進められるよう、奈良県大規模小売店舗立地法運

用手続要綱により、事前協議をお願いしております。

許 可 等 の 基 準 大規模小売店舗設置者が配慮すべき事項

（ 調 整 事 項 ） １ 交通渋滞の防止

２ 駐車場・駐輪場の確保

３ 騒音等の発生防止

４ 廃棄物の適正な処理

５ 街なみへの配慮 等
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手 続 の フ ロ － 図 大規模小売店舗立地法等の規定による大規模小売店舗の新設等の届出

事前協議

（産業振興総合センター）

土地利用調整会議

大規模小売店舗の新増設の届出 （１，０００㎡超）
公告→市町村に通知 縦覧４ヶ月

届出 所在地市町村内
2ヶ月 (届出者)説明会の開催 １～３回
以内

公告
4ヶ月 地元市町村の意見提出 （公告）
以内 地元住民等の意見提出 （縦覧１ヶ月）

届出
8ヶ月 ・居住者、事業者・商工会議所、商工会
以内 ・その他団体・その他意見を有する者

審議会

県 の 意 見

意見なし (通知） 意見あり 公告
縦覧１ヶ月

手続終了
届出８ヶ月以内の新設可（最短公告４ヶ月）

出店者による自主的対応策の提示
①変更なしの通知
②変更届→（公告）（縦覧４ヶ月)

対応策
提示 審議会
２ヶ月
以内

県の意見を適切に反映 県の意見を適切に反映なし

手続終了
対応策提示から２ヶ月後 市町村の意見
に新設可

（公告)
県 に よ る 勧 告 →市町村に通知

（公告）
出店者による変更届 （縦覧４ヶ月)

審議会

勧告を踏まえた措置あり 勧告を踏まえた措置なし

手続終了
県が公表


